
 

松 戸 市 家 庭 ご み 集 積 所 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 要 綱  

 

（ 家 庭 ご み 集 積 所 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 家 庭 ご み 集 積 所 の 設 置 及 び 管 理 の 基 準 等 に つ

い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 市 民 の 生 活 環 境 の 保 全 を 図

り 、 ご み の 収 集 作 業 の 安 全 及 び 効 率 を 確 保 す る と と も に 、 利 用 者

と 近 隣 住 民 と の 融 和 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴   家 庭 ご み  松 戸 市 廃 棄 物 の 減 量 及 び 適 正 処 理 に 関 す る 条 例

（ 平 成 ５ 年 松 戸 市 条 例 第 １ ９ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２

条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 家 庭 廃 棄 物 を い う 。  

⑵   専 用 集 積 所  条 例 第 ３ ３ 条 、松 戸 市 に お け る 宅 地 開 発 事 業 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 松 戸 市 条 例 第 ３ ５ 号 ） 第 ５ 条 、 松 戸

市 営 住 宅 等 の 整 備 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例（ 平 成 ２ ４ 年 松 戸

市 条 例 第 ３ ８ 号 ）第 １ ２ 条 、松 戸 市 ワ ン ル ー ム 形 式 共 同 住 宅 に

関 す る 指 導 要 綱 第 ９ 条 及 び 上 記 に 該 当 し な い 共 同 住 宅 入 居 者

専 用 の た め に 整 備 さ れ た ご み 集 積 所 を い う 。  

⑶   一 般 集 積 所  専 用 集 積 所 以 外 の ご み 集 積 所 で 、次 条 に 掲 げ る

要 件 を 満 た す も の を い う 。  

⑷   ご み 集 積 所  市 が 家 庭 ご み を 収 集 す る ま で の 間 、家 庭 ご み を

一 時 集 積 し て お く た め の 場 所 及 び 設 備 で あ り 、専 用 集 積 所 及 び

一 般 集 積 所 を い う 。  

⑸   利 用 者  ご み 集 積 所 を 利 用 す る 者 を い う 。  

⑹   所 有 者  利 用 者 が 居 住 す る 集 合 住 宅 を 所 有 す る 者 を い う 。  

⑺   管 理 者  利 用 者 が 居 住 す る 集 合 住 宅 を 管 理 す る 者 を い う 。  

⑻   事 業 者  ご み 集 積 所 を 整 備 す る 事 業 者 を い う 。  

 （ 一 般 集 積 所 の 要 件 ）  

第 ３ 条  一 般 集 積 所 の 要 件 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と す る 。

た だ し 、 市 長 が や む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限

り で な い 。  

⑴   １ か 所 に つ き ５ 世 帯 以 上 が 利 用 し て い る こ と 。  

⑵   ご み 出 し 及 び ご み の 収 集 作 業 並 び に 歩 行 者 等 の 通 行 の 安 全

に 支 障 が な い も の で あ る こ と 。  

⑶   ご み の 収 集 又 は 運 搬 の 用 に 供 す る 車 両（ 以 下「 ご み 収 集 車 両 」

と い う 。 ） が 容 易 に 停 車 す る こ と が で き 、車 両 の 相 互 の 通 行 が

可 能 な 幅 員 を 有 す る 道 に 面 し て い る こ と 。  



 

⑷   ご み 収 集 車 両 が 前 進 し て 侵 入 可 能 な 道 で あ っ て 、通 り 抜 け 又

は 転 回 可 能 な 道 に 面 し て い る こ と 。  

⑸   ご み 収 集 車 両 が 道 路 交 通 法（ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ）第

４ ４ 条 に 規 定 す る 停 車 及 び 駐 車 を 禁 止 す る 場 所 に 停 車 す る こ

と が な い こ と 。  

⑹   見 通 し の 悪 い 曲 折 が あ る 道 路 に 面 し て い な い こ と 。  

⑺   前 面 に 電 柱 、植 栽 、ガ ー ド レ ー ル そ の 他 ご み の 収 集 作 業 に 障

害 と な る も の が な い こ と 。  

⑻   利 用 者 以 外 の 者 に 迷 惑 を 及 ぼ す 場 所 に な い こ と 。  

⑼   一 般 集 積 所 の 設 置 に つ き 、隣 接 す る 住 民 そ の 他 関 係 者 と 事 前

に 協 議 し 、 同 意 を 得 て い る こ と 。  

⑽   近 隣 の 住 民 の 生 活 環 境 に 及 ぼ す 影 響 に 配 慮 し て 利 用 者 、所 有

者 又 は 管 理 者 が 適 正 に 管 理 で き る も の で あ る こ と 。  

 （ ご み 集 積 所 の 設 置 、 移 動 、 変 更 又 は 廃 止 の 届 出 ）  

第 ４ 条  ご み 集 積 所 を 設 置 し 、移 動 し 、又 は 廃 止 し よ う と す る 者 は 、

家 庭 ご み 集 積 所 設 置 等 届 出 書 （ 第 １ 号 様 式 。 以 下 「 届 出 書 」 と い

う 。 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。  

⑴   ご み 集 積 所 の 案 内 図  

⑵   そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  届 出 書 は 、 ご み の 収 集 開 始 ま た は ご み 集 積 所 の 廃 止 を 希 望 す る

７ 日 前 ま で に 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 市 長 が 必 要 と

認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  届 出 書 の 提 出 は 、 一 般 集 積 所 に つ い て は 当 該 地 域 の 町 会 長 又 は

自 治 会 長 （ た だ し 、 道 路 位 置 指 定 に 関 す る 場 合 は 事 業 者 と す る ）

と し 、 専 用 集 積 所 に つ い て は 所 有 者 、 管 理 者 又 は 事 業 者 が 行 う も

の と す る 。  

４  専 用 集 積 所 に つ い て は 、 届 出 書 に ご み 集 積 所 を 管 理 す る 管 理 者

名 を 記 載 す る も の と す る 。  

５  前 項 に よ り 届 け 出 た 管 理 者 が 変 更 す る 際 に は 、 届 出 書 を 市 長 に

提 出 す る も の と す る 。 な お 、 松 戸 市 廃 棄 物 の 減 量 及 び 適 正 処 理 に

関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ６ 年 松 戸 市 規 則 第 １ ２ 号 ） 第 ８ 条 第 ２

項 に 規 定 す る 家 庭 ご み 集 積 所 設 置 申 請 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） を 提 出 し

た 者 に つ い て も 同 様 と す る 。  

 （ ご み 集 積 所 の 指 定 又 は 廃 止 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 届 出 書 の 内 容 が 適 正 な も の と 認 め

た と き は 、 ご み 集 積 所 と し て 指 定 又 は 廃 止 を し 、 市 長 が 必 要 と 認

め た 際 に は 当 該 届 出 を 行 っ た 者 に そ の 旨 を 連 絡 す る も の と す る 。 



 

 （ ご み 集 積 所 の 維 持 管 理 ）  

第 ６ 条  ご み 集 積 所 の 維 持 管 理 は 、 利 用 者 、 所 有 者 又 は 管 理 者 が 行

う も の と す る 。  

２  利 用 者 、 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、 ご み 集 積 所 の 維 持 管 理 を す る に

あ た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 す る も の と す る 。  

⑴   一 般 廃 棄 物 処 理 計 画（ 以 下「 計 画 」と い う 。）別 表 １ に 定 め

る 家 庭 ご み の 分 別 区 分 を 遵 守 す る こ と 。  

⑵   計 画 別 表 ４ に 定 め る 家 庭 ご み の 利 用 基 準 に 則 り 、利 用 者 間 で

掃 除 当 番 を 決 め る な ど 集 積 所 の 清 潔 を 保 持 す る た め に 必 要 な

取 り 決 め を 行 う こ と 。  

⑶   ご み の 飛 散 及 び 流 出 、 悪 臭 の 発 生 等 の 防 止 に 努 め る こ と 。  

⑷   前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、ご み 集 積 所 の 維 持 管 理 に 支 障 を

及 ぼ す 行 為 を し な い こ と 。  

３  利 用 者 、 所 有 者 又 は 管 理 者 は 、 ご み 集 積 所 の 利 用 又 は 維 持 管 理

に 関 す る 苦 情 及 び 紛 争 が 生 じ た 場 合 に は 、 共 同 し て そ の 解 決 に 努

め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 調 査 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 適 正 な 利 用 及 び 維 持 管 理 が 行 わ れ て い な い ご み 集

積 所 を 発 見 し た と き は 、 必 要 に 応 じ 、 調 査 を 行 う も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 調 査 を 行 う と き は 、 ご み 集 積 所 の 現 状 又 は 管 理

の 状 況 を 明 ら か に す る た め 、 利 用 者 、 所 有 者 及 び 管 理 者 に 対 し 、

報 告 及 び 立 会 を 求 め る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 調 査 に よ り 、 ご み 集 積 所 の 適 正 な 利 用 又 は 維

持 管 理 が 行 わ れ て い な い と 認 め る と き は 、 利 用 者 、 所 有 者 及 び 管

理 者 に 対 し 、 期 限 を 定 め て 、 そ の 状 況 を 改 善 す る よ う 要 請 す る も

の と す る 。  

４  利 用 者 、 所 有 者 及 び 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け た

と き は 、 同 項 の 期 限 ま で に 適 切 な 措 置 を 講 じ 、 市 長 に 当 該 措 置 の

内 容 及 び 結 果 を 報 告 す る も の と す る 。  

５  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 そ の 他 の 事 情 を 踏 ま え 、 ご み 集

積 所 の 適 正 な 利 用 又 は 維 持 管 理 が 行 わ れ て い な い た め 、 市 民 の 良

好 な 生 活 環 境 の 確 保 並 び に ご み の 収 集 作 業 の 安 全 性 及 び 効 率 性

の 確 保 に 支 障 を 及 ぼ す と 認 め る と き は 、 指 定 し た ご み 集 積 所 を 廃

止 す る 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

６  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 措 置 を 講 じ た と き は 、 速 や か に 、 当

該 措 置 の 対 象 と な っ た ご み 集 積 所 の 維 持 管 理 の 責 任 を 有 す る 者

に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

 附  則  



 

 こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


